
 京都市上下水道局自家用電気工作物に関する保安規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和７年８月１２日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第８号 

   京都市上下水道局自家用電気工作物に関する保安規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局自家用電気工作物に関する保安規程の一部を次のように改正する。 

目次中「第１２条」を「第１３条」に、「第１３条～第１４条」を「第１４条・第１５

条」に、「第１５条～第１６条」を「第１６条・第１７条」に、「第１７条～第２０条」

を「第１８条～第２２条」に、「第２１条～第２２条」を「第２３条・第２４条」に、「第

２３条～第２４条」を「第２５条・第２６条」に、「第２５条」を「第２７条」に、「第

２６条～第２７条」を「第２８条・第２９条」に、「第２８条～第３２条」を「第３０条

～第３４条」に、「電気主任技術者連絡会議（第３３条）」を「主任技術者連絡会議（第

３５条）」に、「第３４条～第３５条」を「第３６条・第３７条」に改める。 

第１条中「電気主任技術者」の右に「及びボイラー・タービン主任技術者」を加える。 

第８条（見出しを含む。）中「主任技術者」を「電気主任技術者」に改め、同条各号列記

以外の部分中「電気工作物」の右に「（汽力設備を除く。以下本条において同じ。）」を加え

る。 

第３５条を第３７条とし、第３４条を第３６条とし、第３３条の見出しを「主任技術

者連絡会議」に改め、同条第１項中「（以下「会議」という。）」を削り、同条第２項中

「会議」を「前項の会議」に改め、同条を３５条とし、「第１１章 電気主任技術者連絡

会議」を「第１１章 主任技術者連絡会議」に改める。 

第３２条を第３４条とし、第２６条から第３１条までを２条ずつ繰り下げ、第２５条第

１項中「電気工作物」を「主任技術者は、電気工作物」に改め、同条第２項中「主要機器」

を「主任技術者は、主要機器」に、「補修記録は、」を「補修記録を」に改め、同条第３

項中「法定事業者検査」を「主任技術者は、法定自主検査」に、「記録は」を「記録とし

て」に改め、同条を第２７条とし、第２４条を第２６条とし、第２１条から第２３条まで

を２条ずつ繰り下げ、第２０条見出し中「法定事業者検査」を「法定自主検査等」に改め、

同条中「法定事業者検査」を「法定自主検査」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 使用前自己確認は、電気主任技術者の監督の下で実施し、経済産業省令で定める技術



基準に適合するものであることを確認するものとする。 

 第２０条を第２２条とし、第１９条を第２１条とし、第１８条を第２０条とし、第１７

条の２中「「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」」

を「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に改め、

同条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５条中「電

気工作物」を「事業所の長及び工事担当課等の長は、電気工作物」に改め、同条を第１６

条とし、第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とし、第１２条第１項第２号中「、

その他」を「その他」に改め、同条を第１３条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ

繰り下げ、第８条の次に次の１条を加える。 

（ボイラー・タービン主任技術者の職務） 

第９条 ボイラー・タービン主任技術者は、事業所の長及び工事担当課等の長を補佐（ボ

イラー・タービン主任技術者が事業所の長である場合を除く。）し、電気主任技術者と

連絡を密にして、汽力設備の保安業務に関し、次の各号に掲げる職務を行う。 

⑴ 汽力設備の工事に関すること。 

⑵ 汽力設備の維持に関すること。 

⑶ 汽力設備の運用に関すること。 

⑷ 汽力設備に係る保安教育に関すること。 

⑸ 汽力設備の法定自主検査に関すること。 

⑹ その他保安上必要な事項に関すること。 

附 則（令和７年８月１２日上下水道局管理規程第８号） 

この規程は、令和７年８月１３日から施行する。 

（上下水道局下水道部施設課） 

 

基準に適合するものであることを確認するものとする。


